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「グループホーム」の事業所が、その知
識・経験・人材等を生かして、在宅で生活
する認知症の人やその家族への相談や
支援を行うことを推進する。

６　若年性認知症の特性に配慮し、支援のためのハンドブックを作成、配布するとともに、本人や関係者等が交流できる居場所づくりの設置等を促進する

７　認知症の人への医療・介護を含む一体的な生活の支援として「認知症ライフサポートモデル」を策定し、これらを踏まえ医療・介護サービスを担う人材を育成
する

「グループホーム」「小規模多機能型
居宅介護」などの地域密着型サービ
スの拡充を図る。
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認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場
合に、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければよ
いか理解できるよう、標準的な認知症ケアパスの作成と普及を推
進する。

認知症の人の日常の医療をかかりつけ
医が担えるよう、その認知症対応力の
向上を図る。

かかりつけ医と連携し、そのバックアッ
プを担う医療機関を整備し、早期の的
確な診断、介護との連携を確保する。

不適切な薬物使用により長期入院することのないように、
実践的なガイドラインを策定し、普及を図る。

一般病院勤務の医師・看護師をはじめとする医療従事者が、認
知症ケアについて理解し適切な対応ができるよう研修を拡充す
る
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１ 標準的な認知症ケアパスの作成・普及

認知症の人や家族に
関わり、アセスメント、
家族支援などの初期
支援を包括的・集中的
に行い、自立生活のサ
ポートを行う事業をモ
デル的に実施する。

２ 早 期 診 断 ・ 早 期 対 応

「認知症初期集中支援
　チーム」の設置

「身近型認知症疾患医療センター」の整
備

「認知症の薬物治療に関するガイドライン」の策定

かかりつけ医の認知症対応力の向上

３ 地域での生活を支える医療サービスの構築

４ 地域での生活を支える介護サービスの構築

「グループホーム」の活用の推進認知症にふさわしい
介護サービスの整備

５　地域での日常生活・家族の支援の強化

全国の市町村に、介護と医療の連携を強化し、認知症施策の推
進役を担う「認知症地域支援推進員」を設置する。

全国の自治体で権利擁護の確保や、市
民後見人の育成と活動支援が実施され
るよう、その取組の強化を図る。

「認知症地域支援推進員」の設置

一般病院での認知症の人の手術、処置等の実施の確

「身近型認知症疾患医療セ
ンター」の職員が行動・心理
症状等で対応困難な事例へ
のアドバイスや訪問をし、専
門的な医療を提供する。

一般病院・介護保険施設等
での認知症対応力の向上

市民後見人の育成と活動支援

○　「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、｢認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み
慣れた地域
　　のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指す。
○　この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの不適切な「ケアの流れ」を変え、むしろ逆の流
れとする標準

今後目指すべき基本目標－「ケアの流れ」を変える－

「認知症サポーター」の養成を引き続き進めるととも
に、その自主的な活動が、認知症の人を支える地域
づくりへと広がりをみせるよう支援していく。

「認知症サポーターキャラバン」の継続的な実施

医療従事者、介護関係者を含めた有
識者等により十分な調査、研究を行
う。

「退院支援・地域連携クリティカルパス（退院に向けての診療計画）」の
作成等を通じて、退院後に必要な介護サービス等が円滑に提供できる
仕組づくりを推進する。

精神科病院に入院が必要な
状態像の明確化

精神科病院からの円滑な退院・在宅復帰の支援

認知症の人のアセスメント、サービス提供
等を行う際には、認知症の人だけでなく、家
族への支援の視点を含めたサービス提供
が行われるようにする。

家族に対する支援

気づき～診断まで 日常在宅ケア 日常在宅ケア急性増悪期ケア

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合
には、介護保険施設等の地域の介護サービスがその担い手
となることを推進していく。

認知症行動・心理症状が原因で在宅生活が
困難となった場合の介護保険施設等での対応

『今後の認知症施策の方向性について』の概要（案）


